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市民意見交換会における要望等の報告について

名護市議会基本条例第６条に基づき、平成 28年 11月 30日及び平成 29年 2
月 14日に市内５会場にて開催された「第３回名護市議会市民意見交換会」にお
いて、市民から様々な意見・要望等が寄せられました。このたび、名護市議会で

は、執行機関に対する要望等で重要なものとして下記の事項をとりまとめまし

たので報告致します。

つきましては、その速やかな実施に向けて格別なるご高配を賜りますよう、お

願いを申し上げます。

記

重点要望事項

１ 平成34年度名護市内通学区域の見直し時期を前倒しで検討していただき
たい。

２ 市道の維持管理（街路樹落葉の処理）について早急なる処置対応を行って

ほしい。

※ 別紙詳細参照



（別紙）
市長への重点要望事項

１．平成 34年度名護市内通学区域の見直し時期を前倒しで検討していただきた
い。

宇茂佐の森区画整理地区や屋部区での人口増によって屋部小学校の児童数が
急激に増加している。校舎増築によって対応しているが、それも限界がある。一
方、安和小学校は市営住宅の新設などの対策も講じられたが逓減状態が続いて
いる。また同様に、名護支部区長会からは、「市街地での児童数の減少への対応
を求める」要望も出されている。
こうした状況の中で、名護市教育委員会は、平成 34年度に名護市全体の通学

区域見直しを検討すると回答しているが、それでは対症療法的にしかならない。
通学区域見直しを含めて、児童生徒の教育の機会均等と教育環境の平準化のた
めにも、名護市総合教育会議などを通じて、総合的な通学区域見直しの時期を前
倒しで検討していただきたい。

2．市道の維持管理(街路樹落葉の処理)について早急なる処置対応を行ってほし
い。

沖縄本島内において最も広大な面積を有する本市の市道は、820 路線、総延
長 367 キロメートルもの道路が存在する。
道路は行政のみならず地域に生活するすべての者が利用する。ゆえに道路の

維持管理、街路樹管理は行政や地域住民が協働して美化に努めるよう望むもの
である。
台風通過後における道路への枝葉の散乱処理については、市職員のみならず

地域住民による懸命な復旧作業が行われていることは承知するところではある
が、平素より落葉前の早期剪定を始め、ボランティア袋の配布、特定路線にお
ける落葉処理ボックスの設置等、効果的な対応・措置を行っていただきたい。
また、地域の声を道路行政へ反映させるためにも、名護市道路整備プログラ

ムの見直しや整備計画等は適宜に行い、快適な道路環境づくりに取組んでいた
だきたい。


